
 

船舶事故等調査報告書 

 平成２５年３月２８日 

 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第１７０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年９月９日 ０７時２７分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市橘港東方沖のパイロットステーション付近 

 阿南市所在の刈
かり

又
また

埼灯台から真方位０２９°２.８海里付近 

 （概位 北緯３３°５３.２′ 東経１３４°４４.８′） 

事故等調査の経過  平成２４年１１月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 MARTINE
マ ー テ ィ ン

（キプロス共和国籍）、４６,９８２トン 

９４１１５３７（ＩＭＯ番号）、ENIADEFHI SHIPPING CO LTD 

Ｂ 引船 小
こ

勝
かつ

丸、１５８トン 

   １３６５４１、橘火力港湾サービス株式会社、橘湾セブンポー

ト株式会社（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に凹損 

Ｂ 左舷船尾部に凹損、ブルワークに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１９人が乗り組み、水先人を乗船させるため、

橘港東方沖のパイロットステーション付近を西進中、Ｂ船は、船長Ｂ

ほか３人が乗り組み、水先人を乗船させ、水先人をＡ船に移乗させる

ため、約６.５ノットの対地速力でＡ船に接舷作業中、平成２４年９

月９日０７時２７分ごろＡ船の右舷中央部とＢ船の左舷船尾部とが衝

突した。 

 水先人は、衝突の約３分後にＡ船に移乗した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ４ 

海象：うねり波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

 船長Ｂは、Ａ船への接舷作業中にヘルメットを探していたところ、

Ｂ船の左舷船首部がＡ船の右舷船首部付近に衝突しそうになったので

右舵を取ったが、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ船は、橘港東方沖のパイロットステーション付近において、水先



 

人を乗船させようとして西進中、Ｂ船と衝突したものと考えられる

が、船長Ａから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明ら

かにすることはできなかった。 

Ｂ船は、橘港東方沖のパイロットステーション付近において、水先

人をＡ船に乗船させようとしてＡ船に接舷作業中、船長Ｂがヘルメッ

トを探していたことから、Ａ船の右舷中央部とＢ船の左舷船尾部とが

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、橘港東方沖のパイロットステーション付近において、Ａ

船が水先人を乗船させようとして西進中、Ｂ船が水先人をＡ船に乗船

させようとしてＡ船に接舷作業中、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船への接舷作業は、操船に意識を集中して行うこと。 

 




